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船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名 貨物船 楠栄丸 

   船舶番号 １４０７５７ 

   総トン数 ６９９トン 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２０年１２月１０日 ０６時４３分２３秒ごろ 

   発生場所 関門港門司区門司埼西側 

         門司埼灯台から真方位２２９°１５０ｍ付近 

         （概位 北緯３３°５７′４０.７″ 東経１３０°５７′４２.１″） 

 

 

                        平成２２年２月４日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船楠
なん

栄
えい

丸は、船長ほか６人が乗り組み、大分県津久見港に向け関門港関門航路

を北東進中、平成２０年１２月１０日０６時４３分２３秒ごろ、関門港門司区門司埼

西側に乗り揚げた。 

同船には、船底外板に凹損等が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査

官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１２月１０日 現場調査及び口述聴取 

  平成２０年１２月２２日、２４日、２６日、平成２１年１月６日、２月１２日、 

１７日、１８日、３月４日、１０日、６月１５日、９月１４日 口述聴取 

  平成２１年２月１８日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 ＡＩＳ情報の記録による運航経過 

本事故が発生するまでの経過は、海上保安庁関門海峡海上交通センター（以下

「関門マーチス」という。）が受信した楠栄丸（以下「Ａ船」という。）の 

ＡＩＳ∗1情報の記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、次のとおりであっ

た。 

① ０６時２２分２４秒ごろ船首方位０２１°（真方位。対地針路を含め、以下 

   同じ。）針路０１７°(対地針路、以下同じ。)速力７.６ノット（kn)（対地 

速力、以下同じ。） 

② 同３１分２４秒ごろ船首方位０３６°針路０３６°速力７.８kn 

③ 同４０分４５秒ごろ船首方位０３５°針路０３５°速力９.５kn 

④ 同４２分１４秒ごろ船首方位０５２°針路０２９°速力９.５kn 

⑤ 同４２分５７秒ごろ船首方位１０６°針路０８６°速力５.８kn 

⑥ 同４３分２３秒ごろ船首方位０８３°針路１０４°速力４.１kn 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、二等

航海士及び機関長の口述によれば、次のとおりであった。 

                         
∗1 「AIS: Automatic Identification System（自動船舶識別装置）」とは、船舶の識別符合、種類、

船名、船位、針路等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間及び陸上局の航行援助施設等と 

の間で交換できる装置をいう。なお、船位はアンテナ位置である。 
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Ａ船は、石川県七尾港で貨物を積載したが、荒天のため出港が 1週間位遅れ、平

成２０年１２月８日０８時００分ごろ大分県津久見港へ向けて出港し、能登半島を

通過してから荒天により、津久見港入港予定が大幅に遅れることとなった。 

船長Ａは、１０日０６時００分ごろ二等航海士を舵輪に、機関長を機関操縦盤に

それぞれ配置し、１号及び２号レーダーを作動して速力約１１kn で関門港関門航

路（以下「関門航路」という。）の関門航路第１０号灯浮標（以下、「関門航路」

を冠する灯浮標名についてはこれを省略する。）東方０.１海里（Ｍ）付近を関門

航路に沿って東進した。 

船長Ａは、０６時２０分ごろ関門航路大瀬戸付近を航行中、目標の大瀬戸３号導

灯を霧の中にぼんやりと見た。 

船長Ａは、０６時２６分ごろ第２６号灯浮標を通過中、関門マーチスのＶＨＦに

よる視界の問い合わせに対し、約０.７５Ｍと報告したところ、「関門橋付近の視

界は、０.３５Ｍぐらいである。関門橋付近で反航船と出会うので注意して下さ

い。」との情報を受けた。 

船長Ａは、レーダーで関門港門司区西海岸沖に４隻の避泊船を認めたが、関門橋

付近はまだ見えると思い、安全管理規程に基づく運航基準に定められている避泊等

の措置をとらず、視界制限状態における音響信号（２分を超えない間隔で長音を１

回鳴らす汽笛信号、以下「霧中信号」という。）を行わないで航行した。 

船長Ａは、０６時３０分ごろ第３０号灯浮標を約０.１Ｍ離して航行中、西方の

第２９号灯浮標は見えたが前方は濃霧で真っ白となり何も見えなくなったので、 

０.７５Ｍレンジとした２号レーダー画面を見ながら操船し、また、二等航海士は、

１.５Ｍレンジとした１号レーダーとＧＰＳプロッターを見て操舵をしていた。 

船長Ａは、関門橋の右半分の中央に向く針路０３６°としたが、関門海峡の潮流

は、西流約６kn の逆潮であったので圧流されるのをおそれ、また周囲に他船がい

なかったので速力を減じることなく航行した。 

船長Ａは、第３０号灯浮標を通過したころ、視界は５０～１００ｍぐらいとなり、

レーダー画面に、門司区西海岸から出港する１隻の小型船（以下「Ｂ船」とい

う。）が映り、対岸の下関方向に向かうと思っていたら同航となったことから、Ｂ

船の後について航行することとした。 

船長Ａは、関門橋まで約０.２５Ｍとなったとき、レーダーで前方に映っていた

Ｂ船の映像が関門橋の映像に隠れて見えなくなったので、速力を半速に減じた。 

船長Ａは、関門橋付近で左舷船首方約５０ｍにＢ船の灯火を認めたので、これを

避けるために、主機関を微速力前進、停止、右舵７０°とし灯火に注意しながら右

に回頭した。 

船長Ａは、Ａ船が右に回頭中、機関長から「船首方に人家の明かりが見える」との
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報告を聞き、前方を見たところ、陸上の明かりらしきものを認めたので、左舵 

７０°微速力前進としたが、右回頭が止まりわずかに左に回頭し始めたころ、門司

埼西側に約２～３kn の速力で乗り揚げた。 

乗り揚げ後、船長Ａは、船内時計で０６時４５分の時刻を確認し、主機関を後進

にかけ自力離礁を試みたが離礁できず、周囲の水深を計測し、浸水の有無を確認し

てから、海上保安庁に報告した。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年１２月１０日０６時４３分２３秒ごろで、発生場

所は関門港門司区門司埼西側の門司埼灯台から２２９°１５０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路図（拡大図）、付表１ ＡＩＳ記

録 参照） 

 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長Ａの口述及び損傷写真によれば、船首船底部に凹損及び擦過傷が生じ、Ａ船の

運航管理会社手配のえい
・ ・

船により離礁した後、自力で０９時００分ごろ関門港門司区

西海岸に着岸した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

船長Ａ 男性 ５３歳 

     三級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和５４年１２月４日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成１６年８月５日 

      免状有効期間満了日 平成２２年３月２２日 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａの口述によれば、遠洋鰹マグロ一本釣り漁船に１年半乗船し、その後、 

外国航路貨物船甲板員として約１０年間乗船し、三級海技士（航海）の海技

免状を取得したのち、二等航海士として乗船した。 

    平成２年、双栄海運株式会社（以下「Ａ社」という。）に入社し、平成９年

から、旧楠栄丸船長、平成２０年７月からＡ船船長として乗船していた。 

 



 - 5 -

  (3) 健康状態 

    船長Ａの口述によれば、右目は乱視がはいっており、矯正視力は、右０.８

左１.２であった。荒天のため、十分に休息はとれなかったが、健康状態は良

好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １４０７５７ 

  船 籍 港  福岡県北九州市 

  船舶所有者  Ａ社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

  船舶管理会社  Ａ社 

  総 ト ン 数  ６９９トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ６８.６１ｍ×１１.５０ｍ×５.００ｍ 

  船    質  鋼 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  １,３２５kＷ（連続 大） 

  推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

  進 水 年 月  平成２０年４月 

 

2.5.2 積載状態 

船長Ａの口述によれば、七尾港で石炭灰を１,３０６トン積載し、出港時の喫水

は、船首３.８４ｍ、船尾５.００ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

  船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、レーダー２台、ＧＰＳプロッター、ＡＩＳ及び音響測深機を装備

し、音響測深機以外は作動中で、船体及び機器類には、不具合又は故障はな

かった。操舵装置は、シリングラダー∗2で左右舵とも７０°までとることが

でき、舵輪の左横にある切換えレバーを横にするだけで通常の舵角から変更

することが可能であった。 

(2) Ａ船は、Ｃ重油のまま減速航行を続けると主機関に負荷がかかり悪影響を

受けるので、入出港時にはＡ重油としていたが、事故時にはＣ重油を使用し

ていた。燃料油の切り替えには長時間を要した。 

                         
∗2 「シリングラダー」とは、舵板の上下に整流板を取り付けた高揚力舵で通常の舵の２倍の７０°

の舵角がとれる舵である。 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐等 

(1) 事故現場の南西約３.７km に位置する下関地方気象台の気象観測結果によ

れば、本事故当日０６時００分の観測値は、天候霧、風向東南東、風速 

１.９m/s、視程０.２km で、０９時００分の観測値は、天候霧、風向東、風

速１.８m/s、視程０.１kn であった。 

(2) 関門マーチスは、本事故当日、０６時００分に霧通報１,０００ｍ以下を

関門航路東部及び南東部地域、０６時５０分に全域に発令し、ＶＨＦ等で航

行船舶に周知していた。０７時２０分の霧通報５００ｍ以下の発令により関

門港長は０７時５０分関門航路への入航中止勧告を行った。 

(3) 海上保安庁刊行の潮汐表及び天測暦によれば、関門海峡早鞆瀬戸の潮流は

０７時１６分が西流の 強６.６kn の上げ潮末期で、関門港の日出時刻は 

０７時１０分であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

船長Ａの口述によれば、事故現場付近の気象及び海象は、天候は霧、風はほとん

どなく、視程は５０～１００ｍ、潮流は西６～７kn であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

事故発生場所は、関門海峡の 狭部にあたり、可航幅約５００ｍで同所には水面 

上の高さ６２～６３ｍに関門橋が架かっていた。 

 

２.８ 安全管理に関する情報 

  (1) Ａ社の定める安全管理規程に基づく運航基準によれば、視程が１,０００ｍ

以下となったとき、船長は、当直体制の強化、レーダーワッチ等による厳格

な見張り及びえい
・ ・

船などによる先導等、付加的措置を講ずるとともにその時

の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路変

更の措置をとらなければならないと定めている。 

(2) Ａ社の運航管理者の口述によれば、次のとおりであった。 

① 月に１度は必ず訪船して、安全運航について指導していた。 

② Ａ船は、主機関にＣ重油を使用する船であったため、燃料代節約のため

出入港の操船でＡ重油を使う以外はＣ重油を使用していた。 

③ Ａ船は新造船であったため、事故当時、主機関を減速することによって

主機関が悪影響を受けるのをおそれて、船長Ａが減速をためらったのではな

いかと思った。 
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２.９ Ｂ船に関する情報 

 Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

① Ｂ船は、全長３７.００ｍ、総トン数１８１トンの引き船で、４人が乗り組み、

０６時３０分ごろ、航海灯及び作業灯を点灯し、視程５０ｍ前後の中を門司区太

刀浦岸壁向け、門司区西海岸の船だまりを出港した。 

② 船長Ｂは、３Ｍレンジにしていたレーダーで第３０号灯浮標付近を北東進する

Ａ船に気付き、レーダーを１.５Ｍレンジにして速力約５kn でＧＰＳプロッター

を見ながら針路を関門橋の左半分の中央に向け、関門航路に入ってから、関門橋

の右半分の中央に向けて航行した。 

③ 関門橋の手前で前方が全く見えなくなったので、速力を約４kn に減じ、また、

後方から接近してくるＡ船に右舷方を開けるために針路を北にとり、関門橋の中

央に向けた。 

④ 関門橋付近でＡ船との距離が約５０ｍとなったとき、Ａ船が急に針路を右に変

えたので、Ｂ船は、そのまま航行し、０７時ごろ、部埼沖に着き、関門マーチス

のＶＨＦによりＡ船が乗り揚げたことを知った。 

⑤ Ｂ船は、霧中信号を部埼沖から吹鳴した。 

（付図２ 推定航行経路図（拡大図） 参照） 

 

２.１０ その他関連する情報 

 「海上衝突予防法の解説」（平成５年５月発行、海上保安庁監修、海文堂）によれ

ば、同法第６条（安全な速力）第９号についての解説は、次のとおり記述されている。 

  (9) 干渉原因 

     雨が強いとき又は風浪が大きいときなど、これらの反射電波をレーダーが

とらえるため、大きな物標でさえもハッキリ識別できないことがある。この

ような場合、Ｓ.Ｔ.Ｃ（海面反射抑制）またはＦ.Ｔ.Ｃ（雨雪反射抑制）に

より、それらの不要反射電波を制御しなければならないが、干渉がひどいと

きは速力を落とす必要がある。 

 

 

３ 分 析 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、Ａ船については、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) ０６時２２分２４秒ごろ船首方位０２１°針路０１７°速力７.６kn で第
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２６号灯浮標付近を航行中、関門マーチスのＶＨＦにより関門橋付近の視程

が０.３５Ｍで反航船が通過するとの情報を得た。 

(2) 同３１分２４秒ごろ船首方位０３６°針路０３６°速力７.８kn で第３０

号灯浮標付近を航行中、門司区西海岸から関門航路に向け航行しているＢ船

をレーダーで確認した。 

(3) 同４０分４５秒ごろ船首方位０３５°針路０３５°速力９.５kn で関門橋

まで約０.２５Ｍを航行中、レーダー画面にＢ船の映像が関門橋の映像に重

なり、その動静が分からなくなった。 

(4) 同４２分１４秒ごろ、左前方約５０ｍにＢ船の灯火を認めたので、主機関

を停止し、右舵７０°としたことで、船首方位０５２°針路０２９°速力 

９.５kn となった。 

(5) 同４２分５７秒ごろ船首方位１０６°針路０８６°速力５.８kn で航行中、

前方に人家の灯火を認めたので左舵７０°とした。 

(6) 同４３分２３秒ごろ、船首方位０８３°針路１０４°速力４.１kn で乗り

揚げた。 

 

3.1.2 乗揚げの状況 

  Ａ船のＡＩＳ記録から、速力が減少し、船首方位の変化が少なくなったところに

より、乗揚位置は北緯３３°５７′４０.７″東経１３０°５７′４２.１″付近、

乗揚時刻は０６時４３分２３秒ごろであったものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

  ２.４から、船長Ａは、適法かつ有効な海技免状を有していた。 

(2) 船舶の状況 

２.５から、Ａ船の船体、主機関及び機器類には、不具合又は故障はな 

かったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故時は天気霧、風はほとんどなく、視程約２００ｍ、西の潮流

約６kn、潮汐上げ潮の末期、日出時刻０７時１０分であったものと考えられる。 

 

 3.2.3 操船の状況 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 
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① Ａ船は、０６時２２分２４秒ごろ、関門マーチスから視界０.３５Ｍの情報

を得たものの、予定入港時刻が大幅に遅れた津久見港への入港を急いだこと、

船長Ａが逆潮により圧流されるおそれがあると思い込んだことから、速力を減

じず、霧中信号も行わず、また、避泊等も行うことなく、針路０１７°速力 

７.６kn で航行した。 

② Ａ船は、０６時３１分２４秒ごろ、Ｂ船が門司区西海岸から出港し同航する

こととなったことから、Ｂ船に続航して、針路０３６°速力９.５kn でＢ船に

接近しながら航行した。 

③ Ａ船は、０６時４０分４５秒ごろ、関門橋まで約０.２５Ｍ付近で、レー 

ダー画面のＢ船の映像が関門橋の映像と重なり、その動静が分からなくなっ

たが、速力を減じることなく、針路０３５°速力７.８kn で航行した。 

④ Ａ船は、０６時４２分１４秒ごろ、左前方約５０ｍにＢ船の灯火を認め、船

長Ａがこれを避けるために機関を停止し、右舵７０°とした。 

⑤ 船長Ａは、０６時４２分５７秒ごろ、機関長の報告を受けて、船首方の灯火

を認め、機関を微速力前進とし、左舵７０°とした。 

⑥ Ａ船は、０６時４３分２３秒ごろ船首方位０８３°速力４.１kn で乗り揚げ

た。 

 

3.2.4 安全管理の状況 

  ２.１及び２.８から、船長Ａは、Ａ社の運航管理者の訪船により安全運航指導を

受け、安全管理規程に定める視界制限状態では、状況に応じ停止、航路外錨泊等の

対処についても理解していたものと考えられる。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1、3.2.2～3.2.4 から、Ａ船は次のとおりであったものと考えられ

る。 

(1) Ａ船は、０６時２２分２４秒ごろ、船首方位０２１°針路０１７°速力 

７.６kn で第２６号灯浮標付近を航行中、霧の影響により視程が１,０００

ｍ以下となっていたが、避泊等することなく、また、霧中信号を吹鳴するこ

となく航行した。 

(2) Ａ船は、０６時３１分２４秒ごろ、船首方位０３６°針路０３６°速力 

９.５kn で第３０号灯浮標付近を航行中、前方が霧で視認できなくなりレー

ダーとＧＰＳプロッターを見て門司区西海岸から関門航路に向けて航行して

いるＢ船を確認し、同船に接近しながら続航した。 

(3) Ａ船は、０６時４０分４５秒ごろ、関門橋まで約０.２５Ｍとなったとき、
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レーダー画面のＢ船の映像が関門橋の映像と重なり、その動静が分からなく

なったが、速力を減じることなく航行し、Ｂ船にさらに接近することとなっ

た。 

(4) Ａ船は、０６時４２分１４秒ごろ、左前方約５０ｍにＢ船の灯火を認め、

Ｂ船を避けるために機関を停止し、右舵７０°とした。 

(5) Ａ船は、０６時４２分５７秒ごろ、前方に人家の灯火を認め、主機関を微

速力前進とし左舵７０°とした。 

(6) Ａ船は、０６時４３分２３秒ごろ、右の回頭が止まり左転し始めたとき、

船首方位０８３°針路１０４°速力４.１kn で乗り揚げた。 

 

以上のことから、事故を防止するためには、Ａ船は、視程が１,０００ｍ以下と 

なったことから安全管理規程を遵守して、安全な海域に避泊するなどの措置をとるべ

きであり、また、前方にＢ船をレーダーで認めて続航しようとし、Ｂ船に接近する速

力で航行したが、安全な速力に減じて航行する必要があった。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、Ａ船が濃霧により視界制限状態にある関門航路を北東進中、Ａ船がＢ船

に接近しながら続航していたところ、レーダー画面のＢ船の映像が関門橋の映像と重

なり、その動静が分からなくなった際、速力を減じずに航行したため、Ｂ船に更に接

近して左前方約５０ｍにＢ船の灯火を認め、右転して避けようとして門司埼西側に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船が速力を減じずに航行したのは、船長Ａが、大幅に遅れた津久見港への入港を

急いだこと、及び逆潮流により圧流されるおそれがあると思い込んだことによるもの

と考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ 推定航行経路図（拡大図） 
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付表１ ＡＩＳ記録 

 

時刻 緯度 経度 対地速力(kn) 対地針路 船首方位 

5:33:54 033-59-10.8 130-52-22.9 11.2 170 170 

5:50:25 033-56-27.2 130-51-50.3 10.1 139 143 

6:00:03 033-55-14.2 130-53-08.7 9.8 138 142 

6:10:31 033-54-16.0 130-54-37.4 8.3 82 80 

6:22:24 033-55-12.3 130-55-54.5 7.6 17 21 

6:31:24 033-56-18.1 130-56-23.6 7.8 36 36 

6:38:04 033-57-06.7 130-57-05.9 10 33 32 

6:40:45 033-57-27.3 130-57-25.1 9.5 35 35 

6:41:53 033-57-36.5 130-57-32.5 9.3 33 36 

6:42:03 033-57-37.6 130-57-33.3 9.4 31 38 

6:42:14 033-57-39.4 130-57-34.4 9.5 29 52 

6:42:27 033-57-40.9 130-57-36.0 8.6 39 80 

6:42:57 033-57-41.3 130-57-39.4 5.8 86 106 

6:43:01 033-57-41.2 130-57-39.8 5.7 92 103 

6:43:21 033-57-40.7 130-57-41.9 4.9 10.3 84 

6:43:23 033-57-40.7 130-57-42.1 4.1 104 83 

6:43:27 033-57-40.7 130-57-42.1 2.9 107 82 

6:43:31 033-57-40.7 130-57-42.1 2 109 82 

 




